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農家と消費者・実需者が、コミュニケーション
 を伴って農産物で結びつく「地産地消」に取り組

 む地域が増えています！

地産地消は自発的に盛り上がりをみせてきた

活動。

柔軟性・多様性を持ち、地域で創意工夫して
 進めましょう。

農家

関東農政局の地産地消のホームページは、

「
 
関東 」

 
「
 
地産地消 」

 
の

２つのキーワードで、簡単検索できます！

私たちの生活に欠かせない「食」。

「食」の基礎となる「農」。

地産地消の取組を通じ、「食」や「農」に
 

ついて、消費者の皆さんとよく話し合って
 

みましょう。関東
 
地産地消 検索
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農業、給食、商工、観光業等の地産地消関係者

 を結び付けるコーディネーターの育成等を支援
地産地消推進活動支援事業（民間団体事業）

します。
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○
 
平成１９年度から「地産地消モデルタウン事業」が始まりました。

○
 
農業、給食、商工、観光等の関係者が一丸

 
となって取り組む「地産地消

モデルタウン構想」の実現に向けた取組などを支援します。

○
 
この構想の実現に向け、直売所、農家と消費者の交流施設、農産物処理加工

施設等の整備や、各種推進活動に対して補助を行います。

地産地消の活動に必要な①処理加工施設、
②直売施設、③交流施設の整備を支援
強い農業づくり交付金（地産地消促進特別枠）学校給食



地産地消に取り組むメリットは？
－消費者と農家の「顔が見え、話ができる」関係をつくります－

・消費者と農家の信頼関係の構築
・消費者ニーズの把握と生産現場へ

の活用
・「食」や「農」についての理解促進
・農家所得の向上

＜消費者＞ ＜農家＞

○
 

とにかく新鮮！
身近な場所でつくられた新鮮な
農産物が食べられる。

○
 

安心感がある！
直接見て、聞いて、話して生産
状況が確かめられる。

○
 
産地の競争力を強化！

消費者ニーズが即座にわかる。
○

 
収益アップ！

流通コストの削減につながる。
○

 
多様な販売方法！

少量・多品目の農産物が販売
できる。

各地域で行われ
 ている地産地消
 の取組例

給食に地元産のミカンを使用
（館山市、富浦町及び三芳村
学校給食センター(千葉県))

親子料理教室の様子
（農村女性ネットワーク

まつかわ(長野県))

道の駅「はくしゅう」での農産物
販売（直売所の様子(山梨県)）

農家と消費者の直接対話
(桐生地区生活研究グループ
の交流会(群馬県)）

町内産黒大豆を練りこんだ黒大豆うどん
（旧伊奈町(茨城県つくばみらい市)

「地産地消推進計画」を策定した地域には、強い農業づくり交付金
による直売所や交流施設の設置が行えるメリットがあります。

推進体制の一例 地産地消推進計画の内容(例)

計画づくり

市町村

農協 生産者

県団体

県団体 県団体

県団体 ○地産地消を活かした産地づくり
○農家と消費者の交流活動
○直売所などにおける取組
○学校、福祉施設における取組
○観光施設、外食産業などにおける

 取組
○地産地消の人材育成、情報提供
など

地域の皆さんが連携し、実践的な地産地消推進計画づくりを進めましょう。

学校給食

外食・中食事業 福祉施設

直売所

観光（旅館）

交流会
・関係者のネットワークづくりや情報受発信を
通じて、消費者と農家の「交流活動」の場と
して機能することが重要です！

・消費者や実需者のニーズに直に結びつく
ことで、地域の活性化にも貢献！

地産地消の取組は、直売所に農産物を供給するだけではなく、消費
 者ニーズに応じた農産物を生産するために、「交流会」や「イベント」

 等により、消費者と直に接することが大切です。

農家農家
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